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一

一
、
は
じ
め
に

（
一
）
概
要

信
行
を
開
祖
と
す
る
三
階
教
と
道
綽
や
善
導
が
宣
揚
し
た
浄
土
教
は
共
に
隋
か
ら
唐
代
初
期
に
か
け
て
発
展
を
遂
げ
た
中
国
仏
教
の
宗

派
で
あ
る
。
こ
の
両
教
は
「
末
法
」
と
「
対
機
性
」
を
意
識
し
た
教
義
構
築
と
い
う
点
で
近
似
し
て
お
り
、
浄
土
教
の
宣
揚
者
で
あ
る
道

綽
や
善
導
が
三
階
教
の
影
響
下
に
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
１
）

。
但
し
両
教
は
そ
の
よ
う
な
教
学
的
近
似
性
や
人
物
的
接
点
を
有

し
な
が
ら
、
浄
土
教
は
阿
弥
陀
一
仏
信
仰
に
よ
る
往
生
浄
土
を
主
張
し
、
三
階
教
は
普
法
に
よ
る
仏
道
進
趣
を
提
唱
す
る
と
い
う
よ
う
な

違
い
が
あ
る

（
２
）

。
こ
の
近
似
性
を
有
し
な
が
ら
の
思
想
的
相
違
は
善
導
の
弟
子
で
あ
る
懐
感
の
時
代
に
至
り
表
面
化
し
論
争
に
ま
で
発
展
し

て
い
る
。

懐
感
（
七
世
紀
中
盤
〜
後
半
）
の
『
釈
浄
土
群
疑
論
』（
以
下
、『
群
疑
論
』）
第
六
科
に
は
三
階
教
者
と
の
対
論
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
対
論
は
浄
土
教
と
三
階
教
の
ど
ち
ら
が
当
根
仏
法
（
現
在
の
衆
生
の
機
根
に
適
っ
た
仏
法
）
で
あ
る
か
を
議
論
し
た
も
の
で
あ
り
、

三
階
教
者
は
普
法
こ
そ
が
当
根
仏
法
で
あ
る
と
し
て
別
法
た
る
念
仏
往
生
を
否
定
し
、
一
方
で
懐
感
は
そ
れ
を
批
判
し
念
仏
に
よ
る
往
生

『
群
疑
論
』に
お
け
る
三
階
教
者
と
の「
当
根
仏
法
釈
」を
め
ぐ
る
論
争

長

尾

光

恵
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西
方
こ
そ
が
当
根
仏
法
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
の
時
、
両
者
は
当
根
仏
法
釈
に
際
し
て
共
に
「
悪
時
・
悪
処
・
悪
人
」
と
い
う
同
一
基

軸
を
用
い
、
一
方
は
三
階
教
を
（
波
線
部
）、
も
う
一
方
は
浄
土
教
を
当
根
仏
法
と
す
る
（
直
線
部
）。

按
禅
師
立
教
之
意
、以
当
根
佛
法
為
宗
、將
為
得
聖
教
之
旨
歸
、陵
架
於
古
今
學
者
。然
禅
師
以
其
三
義
尋
教
知
是
当
根
法
門
。一
依
時
、

二
約
處
、
三
准
人
。
詳
禅
師
立
此
三
門
求
諸
教
意
（
中
略
）
然
禅
師
自
立
其
義
、
而
自
乖
其
趣
。
何
者
『
観
経
』
言
「
如
來
今
日
教

韋
提
希
及
未
來
世
一
切
凡
夫
為
煩
悩
賊
之
所
害
者
説
清
淨
」。「
及
未
來
世
」
悪
時
也
、「
為
煩
悩
賊
之
所
害
」
者
悪
人
也
、
此
教
化

玆
穢
土
悪
處
也
。
然
此
経
具
斯
三
義
、
計
是
当
根
佛
法
。
禅
師
言
不
当
根
何
意
也
。

〔
信
行
〕
禅
師
の
立
教
の
意
を
考
え
る
と
、〔
彼
は
〕
当
根
仏
法
を
教
義
の
中
心
と
し
〔
そ
れ
こ
そ
が
〕
仏
法
の
本
旨
を
得
た
も
の
で

あ
る
と
し
て
、
古
今
の
学
者
た
ち
を
凌
ぐ
〔
教
説
を
立
て
て
い
る
〕。〔
信
行
〕
禅
師
は
〔
以
下
の
〕
三
義
を
用
い
て
教
え
を
精
査
し

〔
そ
れ
が
〕
当
根
の
法
門
か
〔
ど
う
か
を
〕
判
断
し
て
い
る
。
一
に
は
時
に
依
っ
て
〔
判
断
し
〕、
二
に
は
処
に
約
し
て
〔
判
断
し
〕、

三
に
は
人
に
准
じ
〔
て
判
断
し
て
い
〕
る
。
詳
し
く
述
べ
る
と
〔
信
行
〕
禅
師
は
こ
の
よ
う
な
三
門
を
立
て
、
諸
教
の
意
を
探
求
し

て
い
る
の
で
あ
る
（
中
略
）
し
か
し
〔
信
行
〕
禅
師
は
自
ら
そ
の
三
義
を
立
て
な
が
ら
、自
ら
そ
の
趣
旨
に
反
し
て
い
る
。
な
ぜ
『
観

経
』に
は「
如
来
は
今
日
韋
提
希
及
び
未
来
世
の
一
切
の
煩
悩
に
妨
げ
ら
れ
る
凡
夫
の
為
に
清
浄〔
な
る
行
為
と
そ
の
実
践
〕を
説
く
」

と
言
う
の
か
。「
及
未
来
世
」〔
と
い
う
経
文
〕
は
悪
時
で
あ
り
、「
為
煩
悩
賊
之
所
害
者
」〔
と
い
う
経
文
〕
は
悪
人
で
あ
り
、
教
化

し
て
い
る
こ
の
穢
土
は
悪
処
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
此
の
『
観
経
』
は
斯
の
〔
悪
時
・
悪
処
・
悪
人
の
〕
三
義
を
有
し
て
お
り
、
推

し
量
る
に
こ
れ
は
当
根
仏
法
で
あ
る
。〔
信
行
〕
禅
師
が
〔『
観
経
』
を
〕
当
根
仏
法
で
は
な
い
と
言
う
の
は
ど
う
い
う
意
味
か
。（
浄

全
六
、四
八
上
）

こ
こ
に
お
け
る
「
悪
時
・
悪
処
・
悪
人
」
と
い
う
同
一
基
軸
は
両
教
の
近
似
性
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
同
一
基
軸
を
用
い
な
が
ら
の
異
な

る
当
根
仏
法
釈
は
両
教
の
思
想
的
相
違
を
表
す
も
の
で
あ
る
。

二
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（
二
）
先
行
研
究
と
問
題
の
所
在

こ
の
『
群
疑
論
』
に
お
け
る
三
階
教
者
と
の
当
根
仏
法
釈
を
め
ぐ
る
論
争
に
つ
い
て
言
及
し
た
研
究
に
西
本
照
真
［
一
九
九
八
］
が
あ

る
（
３
）

。
西
本
氏
は
懐
感
と
三
階
教
者
が
同
一
基
軸
を
用
い
な
が
ら
、
そ
の
当
根
仏
法
釈
が
相
違
し
て
い
る
原
因
に
つ
い
て
、
両
者
の
「
機
根

認
識
の
質
的
相
違
」
に
あ
る
と
指
摘
す
る
。「
機
根
認
識
の
質
的
相
違
」
と
は
三
階
教
が
現
在
の
衆
生
を
実
践
す
る
教
法
を
判
断
す
る
能

力
が
欠
如
し
て
い
る
機
根
と
認
識
し
、
浄
土
教
が
現
在
の
衆
生
を
実
践
能
力
が
欠
如
し
て
い
る
機
根
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
指
す
。
但

し
こ
の
指
摘
は
懐
感
教
学
と
三
階
教
を
比
較
し
た
結
果
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
西
本
氏
が
道
綽
・
善
導
を
用
い
て
浄
土
教
と
三
階
教
と

の
末
法
観
と
衆
生
説
を
比
較
し
た
西
本
照
真
［
一
九
九
一
］
に
お
け
る
指
摘
を
援
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
西
本
照
真
［
一
九
九
八
］

の
指
摘
は
道
綽
・
善
導
の
浄
土
教
を
考
察
し
た
内
容
を
『
群
疑
論
』
に
そ
の
ま
ま
適
用
さ
せ
た
に
過
ぎ
な
い
。
確
か
に
懐
感
も
現
在
の
衆

生
を
「
実
践
能
力
が
欠
如
し
て
い
る
機
根
」
と
認
識
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
西
本
氏
の
指
摘
は
首
肯
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
筆

者
は
西
本
氏
が
検
討
し
な
か
っ
た
懐
感
の
「
悪
時
・
悪
処
・
悪
人
」
に
関
す
る
解
釈
を
把
握
し
、
そ
の
上
で
三
階
教
者
と
の
当
根
仏
法
釈

を
め
ぐ
る
論
争
を
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
両
教
が
衝
突
し
た
の
は
懐
感
の
時
代
で
あ
り
、『
群
疑
論
』

こ
そ
が
そ
の
衝
突
を
確
認
で
き
る
資
料
だ
か
ら
で
あ
る
。
当
然
懐
感
の
解
釈
は
道
綽
・
善
導
の
二
師
と
異
な
り
、
教
学
的
な
い
し
時
代
的

な
独
自
性
が
あ
る
。
そ
の
時
代
に
は
じ
め
て
両
教
が
衝
突
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
衝
突
の
要
因
が
懐
感
の
教
学
と
彼
の
時
代
性
に
内

在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
そ
の
衝
突
の
要
因
を
探
る
こ
と
は
両
教
の
思
想
的
相
違
の
原
因
を
解
明
す
る
こ
と
に
も
繋

が
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
ま
ず
懐
感
教
学
と
三
階
教
と
の
「
悪
時
・
悪
処
・
悪
人
」
に
関
す
る
解
釈
と
、
教
義
構
築
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
位
置

付
け
を
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
比
較
を
試
み
、『
群
疑
論
』
に
お
け
る
当
根
仏
法
釈
を
め
ぐ
る
論
争
の
教
理
的
原
因
を
解
明
す
る
。
加
え

て
懐
感
の
時
代
に
両
教
の
衝
突
が
起
き
た
時
代
的
原
因
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
い
。

三
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二
、
三
階
教
に
お
け
る
解
釈

三
階
教
に
お
け
る
「
悪
時
・
悪
処

（
４
）

・
悪
人
」
に
関
す
る
解
釈
は
既
に
西
本
照
真
［
一
九
九
八
］
が
研
究
し
て
お
り
、
本
章
で
は
そ
れ
を

参
考
し
論
を
進
め
て
い
く

（
５
）

。

（
一
）「
悪
人
」
解
釈

三
階
教
で
は
衆
生
を
「
第
一
階
衆
生
・
第
二
階
衆
生
・
第
三
階
衆
生
」
に
区
分
す
る
が
、
現
在
の
衆
生
は
第
三
階
衆
生
に
相
当
す
る
。

こ
の
第
三
階
衆
生
は
出
世
間
の
可
能
性
が
断
た
れ
た
存
在
で
あ
り
、
存
在
そ
の
も
の
が
罪
悪
と
さ
れ
る
。
本
邦
『
三
階
仏
法

（
６
）

』
で
は
「
空

見
有
見
衆
生
」「
阿
鼻
地
獄
」「
一
切
仏
一
切
経
皆
悉
普
不
能
救
得
」
等
の
十
七
異
名
を
以
て
第
三
階
衆
生
の
性
質
を
表
現
し

（
７
）

、『
対
根
起

行
法
』
で
は
第
三
階
衆
生
が
断
ず
べ
き
二
十
六
種
の
悪
と
し
て
「
五
逆
」「
誹
謗
正
法
」「
毀
呰
賢
聖
」
等
を
列
挙
し

（
８
）

、
敦
煌
文
献
『
三
階

仏
法
』で
は
第
三
階
衆
生
の
悪
と
し
て
十
二
顛
倒
を
挙
げ
る

（
９
）

。
こ
の
よ
う
な
衆
生
理
解
は『
群
疑
論
』の
対
論
者
の
説
示
中
に
も
存
在
す
る
。

諸
三
階
師
救
言
。「
唯
除
五
逆
」等
言
即
是
除
一
切
第
三
階
也
。
以
第
三
階
者
並
是
純
邪
無
正
、純
悪
無
善
之
人
。
無
始
迄
今
有
愆
犯
、

皆
一
切
諸
佛
之
所
不
救
、
十
方
淨
土
咸
共
擯
棄
。
故
法
蔵
言
「
除
五
逆
」
等
文
、
即
是
総
除
一
切
第
三
階
衆
生
尽
也
。 

諸
々
の
三
階
師
は
弁
護
し
て
言
う
。「
唯
除
五
逆
」
等
の
〔『
寿
経
』
の
〕
文
言
は
全
て
の
第
三
階
人
の
除
外
〔
と
い
う
意
味
〕
で
あ
る
。

第
三
階
人
は
総
じ
て
純
然
た
る
邪
見
で
あ
り
正
見
が
な
く
、純
然
た
る
悪
で
あ
り
善
が
な
い
衆
生
だ
か
ら
で
あ
る
。〔
こ
の
第
三
階
人
〕

は
無
始
か
ら
今
ま
で
罪
過
が
有
り
、
み
な
一
切
諸
仏
が
救
済
し
な
い
存
在
で
あ
り
、
十
方
浄
土
も
そ
ろ
っ
て
〔
彼
ら
を
〕
し
り
ぞ
け

棄
て
る
。
そ
の
た
め
法
蔵
菩
薩
が
〔
誓
願
の
中
で
〕
言
っ
た
「
五
逆
等
を
除
く
」
と
い
う
文
は
、
全
て
の
第
三
階
の
衆
生
を
除
外
し

尽
く
す
こ
と
〔
を
意
味
す
る
の
〕
で
あ
る
。  

（
浄
全
六
、三
五
中
）

禅
師
救
曰
。
今
言
悉
是
五
逆
之
者
、
未
必
現
害
二
親
、
出
佛
身
血
、
殺
阿
羅
漢
、
破
和
合
僧
、
現
造
逆
愆
方
名
逆
者
。
但
是
其
人
根

機
極
悪
、
邪
正
倶
邪
、
善
悪
倶
悪
。
七
憎
七
愛
未
離
於
六
情
、
五
樂
豈
捨
於
三
業
。
既
具
十
二
顚
倒
、
五
種
之
所
不
救
。

四
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〔
三
階
教
の）

10
（

〕
禅
師
は
弁
護
し
て
言
う
。
い
ま
悉
く
〔
現
在
の
衆
生
た
る
第
三
階
人
が）

11
（

〕
五
逆
者
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も

現
に
両
親
を
殺
し
、
仏
身
か
ら
血
を
出
さ
せ
、
阿
羅
漢
を
殺
し
、
僧
団
の
和
を
〔
乱
し
〕
分
裂
さ
せ
〔
る
と
い
う
よ
う
に
〕、
現
に

五
逆
罪
を
犯
し
た
こ
と
を
〔
以
て
衆
生
を
〕
五
逆
者
と
い
う
の
で
は
無
い
。
た
だ
〔
現
在
の
第
三
階
の
〕
衆
生
の
機
根
は
極
め
て
劣

悪
で
あ
り
、
邪
見
も
正
見
も
す
べ
て
邪
見
と
な
っ
て
し
ま
い
、
善
業
も
悪
業
も
す
べ
て
悪
業
と
な
っ
て
し
ま
う
。
七
憎
や
七
愛
〔
と

い
っ
た
煩
悩
〕
が
未
だ
六
根
か
ら
離
れ
て
お
ら
ず
、
ど
う
し
て
三
業
に
お
い
て
五
欲
の
快
楽
を
捨
て
て
い
よ
う
か
〔
、
い
や
捨
て
て

な
ど
い
な
い
〕。〔
現
在
の
第
三
階
衆
生
は
〕
す
で
に
十
二
顛
倒
を
具
足
し
て
お
り
、
五
種）

12
（

が
救
済
し
な
い
存
在
で
あ
る
。

 

（
浄
全
六
、三
六
上
）

こ
れ
ら
対
論
者
の
発
言
は
み
な
本
邦
『
三
階
仏
法
』
や
『
対
根
起
行
法
』
な
ど
の
信
行
の
教
説
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
。
対
論
者
は
こ

こ
で
第
三
階
衆
生
は
無
始
以
来
の
罪
悪
が
あ
る
た
め
一
切
諸
仏
や
十
方
浄
土
に
救
済
さ
れ
得
ぬ
存
在
と
し
（
直
線
部
）、
行
為
の
如
何
に

関
わ
ら
ず
存
在
的
に
悪
（
五
逆
・
邪
見
・
十
二
顛
倒
・
五
種
不
救
）
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
全
て
の
行
為
が
悪
業
と
な
っ
て
し
ま
う
存
在

で
あ
る
と
す
る
（
波
線
部
）。
即
ち
第
三
階
衆
生
は
先
天
的
に
「
邪
見
」「
五
逆
」「
誹
謗
正
法
」「
堕
地
獄
」「
諸
仏
不
救
浄
土
擯
棄
」
等

の
性
質
を
持
つ
罪
悪
的
な
存
在
で
あ
り
、存
在
的
に
罪
悪
で
あ
る
た
め
に
行
為
も
ま
た
悪
業
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
三
階
教
の「
悪

人
」
解
釈
は
存
在
悪
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
二
）「
悪
処
」「
悪
時
」
解
釈

本
邦
『
三
階
仏
法
』
で
は
第
三
階
衆
生
が
存
在
す
る
場
所
を
「
一
切
娑
婆
世
界
、
亦
名
一
切
五
濁
諸
悪
世
界）

13
（

」
と
表
現
し
て
「
悪
処
」

を
主
張
し
、
ま
た
『
大
集
月
蔵
分
経
』
五
五
百
年
説
や
『
像
法
決
疑
経
』『
十
輪
経
』
等
を
根
拠
に
末
法
、
即
ち
「
悪
時
」
を
主
張
す
る
。

こ
れ
ら
二
要
素
に
つ
い
て
西
本
照
真
［
一
九
九
八
］
は
「
時
と
い
う
要
素
は
本
邦
『
三
階
』
に
お
い
て
絶
え
ず
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
要

素
で
は
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
第
三
階
の
衆
生
の
教
証
に
付
随
し
て
従
属
的
に
提
示
さ
れ
る
場
合
が
多
い
と
い
え
る
。
ま
た
時
と
い
う
要

素
は
、
第
一
・
第
二
階
と
第
三
階
の
分
階
に
お
い
て
最
も
有
効
に
機
能
し
て
い
る
と
い
え
る
」（
二
九
八
頁
）
や
「
処
と
い
う
要
素
は
、

五
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第
一
階
と
第
二
・
第
三
階
を
区
別
す
る
要
素
と
し
て
の
み
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
」（
二
九
九
頁
）、
西
本
照
真
［
一
九
九
一
］

は
「
三
階
教
に
お
い
て
は
末
法
思
想
そ
の
も
の
が
教
義
の
骨
格
を
形
成
す
る
上
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ

う
」（
六
一
頁
）
等
と
評
す
る
。
つ
ま
り
三
階
教
特
有
の
第
一
階
衆
生
・
第
二
階
衆
生
・
第
三
階
衆
生
と
い
う
枠
組
み
自
体
が
時
（
末
法
）

と
処
（
娑
婆
）
と
い
う
要
素
を
根
拠
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
三
階
教
に
お
い
て
「
悪
処
」
と
「
悪
時
」
は
今
処
今
時
に
存
在

す
る
衆
生
が
第
三
階
人
で
あ
る
と
す
る
判
断
素
材
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
を
証
明
す
る
材
料
の
一
部
な
の
で
あ
る）

14
（

。
そ
の
た
め
三
階
教
に

お
い
て
「
悪
処
」
と
「
悪
時
」
は
「
悪
人
」
の
規
定
に
何
ら
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
要
素
で
あ
り
、
衆
生
は
環
境
的
な
要
素
（
悪
処
・
悪
時
）

に
関
わ
ら
ず
悪
人
（
存
在
悪
）
な
の
で
あ
る
。

三
、『
群
疑
論
』
に
お
け
る
解
釈

（
一
）「
悪
人
」
解
釈

　

懐
感
は
一
切
衆
生
を
不
定
聚
と
解
釈
し
て
お
り）

15
（

、
三
階
教
の
よ
う
に
衆
生
を
存
在
悪
と
す
る
よ
う
な
「
悪
人
」
解
釈
は
し
な
い
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
懐
感
は
第
六
科
「
逆
謗
除
取
章
」
で
、
行
為
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
現
在
の
衆
生
を
罪
悪
的
存
在
で
あ
る
と
主
張
す
る
三
階
教

者
に
対
し
て
、

又
一
切
第
三
階
人
皆
名
造
逆
之
者
、
若
過
去
身
已
受
泥
梨
之
苦
、
業
與
果
畢
非
是
逆
人
。
若
以
今
生
未
有
造
无
間
罪
、
寧
容
三
階
之

類
咸
是
五
逆
人
。
言
皆
是
逆
人
、
即
應
悉
是
邪
定
之
聚
、
無
非
生
報
之
業
。
終
後
定
墮
阿
鼻
、
亦
不
生
餘
悪
趣
。
不
得
入
於
佛
法
出

家
、
以
具
律
儀
。
無
有
不
定
聚
人
及
有
不
定
業
者
、
即
應
『
涅
槃
経
』
説
「
一
切
衆
生
不
定
業
多
決
定
業
少
」
茲
言
謬
矣
。

ま
た
全
て
の
第
三
階
人
を
み
な
五
逆
罪
を
犯
し
た
者
と
す
る
〔
と
し
よ
う
〕。
も
し
過
去
の
身
〔
に
て
五
逆
罪
を
犯
し
て
い
る
〕
と

す
る
な
ら
ば
既
に
地
獄
の
苦
し
み
を
受
け
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
業
と
果
は
と
も
に
終
わ
っ
て
い
る
た
め
五
逆
罪
を
犯
し
た
者

六
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七

と
は
い
え
な
い
。
も
し
今
生
に
ま
だ
無
間
罪
（
五
逆
罪
）
を
犯
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
な
ぜ
第
三
階
人
の
類
を
み
な
五
逆
を
犯
し
た

人
と
定
義
す
る
の
か
、
い
や
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
も
し
〔
あ
な
た
の
言
う
通
り
、
現
在
の
衆
生
が
〕
み
な
五
逆
人
で
あ
れ
ば
、〔
そ

れ
は
〕
即
ち
皆
が
邪
定
聚
〔
と
い
う
こ
と
〕
で
あ
り
、〔
保
持
し
て
い
る
五
逆
業
は
〕
生
報
業）

11
（

〔
と
い
う
こ
と
〕
に
な
る
。〔
も
し
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
現
在
の
衆
生
は
〕
命
終
に
必
ず
阿
鼻
地
獄
に
堕
ち
て
、
他
の
悪
趣
に
生
じ
る
こ
と
は
な
い
。
仏
道
に
入
っ
て
律
儀

を
具
足
す
る
〔
僧
侶
と
な
る
こ
と
は
〕
こ
と
は
で
き
な
い
。〔
そ
の
よ
う
に
〕
不
定
聚
の
衆
生
と
不
定
業
が
無
い
と
い
う
な
ら
ば
、〔
そ

れ
は
〕
即
ち
『
涅
槃
経
』
に
説
か
れ
る
「
一
切
衆
生
の
不
定
業
は
多
く
決
定
業
は
少
な
い
」
と
い
う
言
葉
が
謬
り
と
な
っ
て
し
ま
う
。

（
浄
全
六
、三
六
上
）

と
批
判
を
加
え
て
い
る
。
懐
感
は
こ
こ
で
造
逆
を
過
去
、
今
生
、
ま
た
生
報
業
に
場
合
分
け
し
て
「
第
三
階
人
は
そ
の
存
在
自
体
に
お
い

て
造
逆
者
で
あ
る
」
と
述
べ
る
対
論
者
の
説
を
否
定
し
（
直
線
部
）、
現
代
の
衆
生
は
不
定
聚
で
あ
り
、
保
持
す
る
業
の
ほ
と
ん
ど
が
不

定
業
で
あ
る
と
主
張
す
る
（
波
線
部
）。
一
目
瞭
然
、
懐
感
は
衆
生
を
存
在
悪
と
は
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
衆
生
の
性
質
は
衆
生

自
ら
の
現
生
の
行
為
に
よ
っ
て
の
み
決
定
し
、
さ
ら
に
そ
の
行
為
で
す
ら
ほ
と
ん
ど
が
不
定
業
で
あ
る
と
し
て
、
衆
生
は
本
質
的
・
存
在

的
に
決
定
し
て
悪
で
あ
る
と
す
る
三
階
教
者
の
説
示
を
批
難
し
て
い
る）

17
（

。

（
二
）「
悪
処
」「
悪
時
」
解
釈

懐
感
は
第
六
科
「
止
住
百
歳
章
」
の
な
か
で
、

衆
生
薄
福
。
感
化
縁
絶
。
所
有
聖
教
皆
隱
龍
宮
、
所
有
法
衣
不
受
染
色
（
中
略
）
唯
有
念
佛
、
易
修
易
学
。
淺
識
凡
愚
猶
能
修
習
拔

済
苦
難
、
利
益
弘
深
。
尚
有
此
機
堪
行
斯
法
。

〔
末
法
世
の）

18
（

〕
衆
生
は
〔
獲
得
で
き
る
〕
福
徳
が
少
な
く
、〔
仏
法
が
衆
生
を）

11
（

〕
感
化
す
る
縁
は
絶
え
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
聖
教
は
す

べ
て
竜
宮
に
隠
れ
て
し
ま
い
、あ
ら
ゆ
る
法
衣
は
染
色
さ
れ
る
こ
と
が
無
い〔
よ
う
に
衆
生
が
仏
法
を
受
け
る
こ
と
が
無
い
〕。（
中
略
）

た
だ
念
仏
〔
の
行
法
〕
の
み
が
〔
末
法
世
に
〕
存
在
し
、〔
そ
の
行
法
は
末
法
世
の
衆
生
に
と
っ
て
〕
修
行
し
や
す
く
学
び
理
解
し



大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集

　
第
四
十
四
号

8

易
い
。
浅
は
か
な
凡
愚
〔
な
者
〕
で
も
実
践
し
て
苦
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、〔
そ
の
〕
利
益
は
と
て
も
素
晴
ら
し
い
。

そ
の
上
こ
の
〔
末
法
世
の
〕
機
根
は
こ
の
念
仏
行
に
堪
え
る
〔
こ
と
が
で
き
る
〕 

（
浄
全
六
、四
六
上
）

と
述
べ
る
。
懐
感
は
末
法
の
衆
生
を「
薄
福
」と
表
現
す
る
が（
直
線
部
）、こ
れ
は
西
本
氏
が
言
う
所
の「
実
践
能
力
の
欠
如
」に
相
当
す
る
。

こ
の
文
か
ら
「
悪
時
」（
末
法
）
と
「
悪
人
」（
実
践
能
力
の
欠
如
）
は
関
連
す
る
要
素
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
懐
感
は
衆
生
の

実
践
能
力
の
欠
如
を
理
由
と
し
て
、
念
仏
行
を
修
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る）

20
（

。
つ
ま
り
懐
感
教
学
に
お
い
て
「
悪
時
」
と
い
う
要
素
は

「
悪
人
」（
実
践
能
力
の
欠
如
）
と
い
う
要
素
を
引
き
起
こ
す
要
因
な
の
で
あ
る
。

ま
た
懐
感
は
「
生
者
不
退
章
」
に
て
、

娑
婆
穢
土
聖
少
凡
多
。
信
希
謗
衆
。
根
行
淺
者
多
遇
退
縁
、
邪
風
所
扇
悉
皆
退
轉
。

娑
婆
穢
土
は
聖
者
は
少
な
く
凡
夫
は
多
い
。〔
仏
法
を
〕
信
じ
る
者
は
希
で
あ
り
謗
る
者
は
多
い
。
機
根
や
〔
そ
の
〕
実
践
が
浅
は

か
な
者
は
多
く
の
退
転
を
促
す
縁
に
遭
遇
し
、
邪
な
〔
娑
婆
穢
土
の
〕
風
に
扇
が
れ
て）

21
（

悉
く
〔
煩
悩
を
生
起
し
悪
業
を
な
し
て
〕
退

転
す
る
の
で
あ
る
。 

（
浄
全
六
、六
〇
上
）

と
述
べ
る
。
こ
こ
に
お
け
る
退
転
と
は
悪
業
を
犯
す
こ
と
に
よ
る
邪
定
聚
へ
の
堕
落
で
あ
り
、
そ
の
悪
業
は
「
悪
処
」（
娑
婆
穢
土
）
を

要
因
と
し
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
直
線
部
）。
ま
た
こ
の
よ
う
な
主
張
は
「
退
位
欣
浄
章
」（
浄
全
六
、六
六
上
下
）
や
「
浅
位

求
浄
章
」（
浄
全
六
、七
四
上
下
）
な
ど
の
章
段
に
も
存
在
す
る
。
即
ち
懐
感
教
学
に
お
い
て
「
悪
処
」
と
い
う
要
素
は
「
悪
人
」（
行
為
悪
）

と
い
う
要
素
を
引
き
起
こ
す
要
因
な
の
で
あ
る
。
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四
、
当
根
仏
法
釈
を
め
ぐ
る
論
争
の
原
因

（
１
）
教
学
的
原
因

上
記
に
考
察
し
た
三
階
教
と
『
群
疑
論
』
に
お
け
る
「
悪
時
・
悪
処
・
悪
人
」
に
関
す
る
解
釈
を
比
較
す
る
と
、
両
者
の
解
釈
に
は
二

つ
の
相
違
点
が
あ
る
。

第
一
は
「
悪
人
」
解
釈
に
お
け
る
悪
の
定
義
の
相
違
で
あ
る
。
三
階
教
で
は
衆
生
の
存
在
そ
の
も
の
を
悪
と
し
て
い
る
た
め
、「
悪
人
」

解
釈
に
お
け
る
悪
の
定
義
は
存
在
悪
と
な
る
。
懐
感
は
三
階
教
の
よ
う
に
衆
生
の
存
在
そ
の
も
の
を
悪
と
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
「
悪

人
」
解
釈
に
お
け
る
悪
の
定
義
は
実
践
能
力
の
欠
如
と
行
為
悪
で
あ
る
。

第
二
は
「
悪
時
・
悪
処
・
悪
人
」
と
い
う
三
要
素
の
関
係
性
の
相
違
で
あ
る
。
三
階
教
で
は
「
悪
時
」
と
「
悪
処
」
の
二
要
素
は
今
処

今
時
に
第
三
階
衆
生
（「
悪
人
」）
が
存
在
す
る
こ
と
の
証
明
材
料
で
あ
り
、「
悪
人
」
を
悪
た
ら
し
め
る
要
因
と
は
な
ら
な
い
。
懐
感
は

「
悪
時
」
を
衆
生
の
実
践
能
力
の
欠
如
を
引
き
起
こ
す
要
因
、「
悪
処
」
を
衆
生
の
行
為
悪
を
引
き
起
こ
す
要
因
と
し
て
扱
っ
て
お
り
、
懐

感
教
学
に
お
い
て
「
悪
時
」
と
「
悪
処
」
の
二
要
素
は
「
悪
人
」
を
悪
た
ら
し
め
る
要
因
と
な
る
の
で
あ
る
。

三
階
教
で
は
環
境
的
要
素
（
悪
処
・
悪
時
）
が
衆
生
の
悪
の
要
因
と
は
な
ら
ず
、
衆
生
は
そ
の
存
在
性
に
お
い
て
「
悪
人
」（
存
在
悪
）

で
あ
る
。
そ
の
た
め
彼
ら
は
実
践
行
に
お
い
て
、
そ
の
衆
生
の
存
在
悪
そ
の
も
の
を
超
克
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
第
三
階
衆
生
は
そ
の

存
在
悪
を
理
由
と
し
て
一
切
の
行
為
が
悪
と
な
る
た
め
、
修
学
す
べ
き
教
法
の
判
断
が
つ
か
な
い
。
そ
の
た
め
三
階
教
で
は
普
法
を
当
根

仏
法
と
し
て
、
自
己
に
対
す
る
徹
底
的
な
悪
認
識
（
認
悪
）
と
他
者
に
対
す
る
徹
底
的
な
善
認
識
（
普
敬
）
を
実
践
と
し
、
仏
性
の
顕
現

を
目
指
す
の
で
あ
る
。

一
方
で
懐
感
は
衆
生
を
不
定
聚
と
理
解
し
本
質
的
に
は
ま
っ
さ
ら
な
存
在
で
あ
る
が
、「
悪
処
」
を
要
因
と
し
て
衆
生
の
性
質
が
悪
（
行

為
悪
）
に
な
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
彼
は
実
践
行
に
お
い
て
、「
悪
処
」
を
超
克
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
「
悪
時
」
に
よ
り

衆
生
は
実
践
能
力
が
欠
如
し
て
い
る
た
め
、
実
践
は
そ
の
よ
う
な
衆
生
で
も
可
能
な
行
法
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
念

九
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仏
往
生
を
当
根
仏
法
と
し
て
、
実
践
能
力
が
欠
如
し
て
い
る
衆
生
で
も
利
益
を
獲
得
で
き
る
行
法
（
念
仏
行
）
を
そ
の
実
践
体
系
と
し
、

往
生
浄
土
に
よ
り
衆
生
の
行
為
悪
を
引
き
起
こ
す
穢
土
か
ら
の
脱
出
を
目
指
す
の
で
あ
る
。

以
上
よ
り
両
者
が
同
一
基
軸
を
有
し
な
が
ら
、
異
な
る
教
法
を
当
根
仏
法
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
原
因
が
「
超
克
す
べ
き
悪
の
相
違
」

に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
三
階
教
に
お
い
て
は
「
悪
人
」（
存
在
悪
）
の
超
克
こ
そ
が
主
題
と
な
り
、懐
感
（
浄
土
教
）
に
お
い
て
は
「
悪
処
」

の
超
克
こ
そ
が
主
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
浄
土
教
は
曇
鸞
以
来
、
悪
的
場
所
（
三
界
）
か
ら
の
脱
出
と
善
的
場
所
へ
の
往
生
を
そ
の
命
題

と
し
て
お
り）

22
（

、そ
れ
を
本
旨
と
し
た
教
義
構
築
は
道
綽）

23
（

・
迦
才）

24
（

・
懐
感
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
る
。即
ち
浄
土
教
は
そ
の
思
想
史
に
お
い
て
、「
悪

処
」
の
超
克
を
本
質
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
片
や
三
階
教
で
は
「
悪
処
」
は
「
悪
人
」
の
要
因
と
は
な
ら
な
い
た
め
、
浄
土
教
の
よ
う

に
「
悪
処
」
の
超
克
は
不
必
要
で
あ
り
、
此
土
に
お
け
る
普
敬
と
認
悪
に
よ
っ
て
「
悪
人
」（
存
在
悪
）
を
超
克
し
て
出
世
間
に
到
る
こ

と
を
本
質
と
す
る）

25
（

。
つ
ま
り
当
根
仏
法
釈
の
相
違
の
根
本
原
因
で
あ
る
「
超
克
す
べ
き
悪
の
相
違
」
は
浄
土
教
と
三
階
教
と
の
両
教
の
本

質
の
相
違
で
も
あ
る
と
言
え
る
。

浄
土
教
と
三
階
教
は
矢
吹
慶
輝
［
一
九
二
七
］
以
来
、「
末
法
」
や
「
対
機
性
」
等
の
類
似
点
が
指
摘
さ
れ
、
常
に
比
較
さ
れ
な
が
ら

研
究
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
浄
土
教
も
「
末
法
」「
対
機
性
」
を
意
識
し
た
教
義
を
構
築
し
、
懐
感
も
「
悪
時
」
を
要
因
と
す
る
衆
生
の

実
践
能
力
の
欠
如
を
主
張
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
道
綽
が
導
入
し）

21
（

継
承
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
浄
土
教
の
本
質
は
「
悪

処
」
か
ら
の
脱
出
に
あ
る
。
仏
教
の
核
心
は
衆
生
を
輪
廻
か
ら
脱
出
さ
せ
て
涅
槃
安
楽
に
到
ら
せ
る
こ
と
に
あ
る
が）

27
（

、
隋
唐
代
の
浄
土
教

は
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
担
保
と
す
る
こ
と
で
そ
の
核
心
を
突
い
た
教
法
な
の
で
あ
る
。
他
方
、
三
階
教
は
衆
生
が
自
ら
の
存
在
的
悪
性
を

超
克
す
る
こ
と
を
教
義
の
本
質
と
し
、
そ
れ
に
よ
り
仏
教
の
核
心
を
突
く
教
法
で
あ
る
。
矢
吹
慶
輝
［
一
九
二
七
］
は
三
階
教
と
浄
土
教

に
つ
い
て
「
三
階
教
と
浄
土
教
と
は
母
を
異
に
せ
る
兄
弟
に
過
ぎ
ず
」（
五
七
一
頁
）
や
「
三
階
教
と
浄
土
教
と
に
多
く
の
共
通
点
あ
り

し
も
、
其
の
救
済
論
に
至
り
て
は
全
然
其
の
趣
を
異
に
し
、
所
謂
普
仏
普
法
を
主
張
し
て
浄
土
教
と
正
反
対
の
方
向
に
進
め
り
」（
五
七
四

頁
）
と
評
し
、
ま
た
西
本
照
真
［
一
九
九
一
］
は
両
教
の
相
違
に
つ
い
て
「
思
想
的
分
岐
」
と
い
う
語
句
を
以
て
表
現
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
先
学
の
表
現
か
ら
は
三
階
教
と
浄
土
教
の
源
流
は
同
じ
で
あ
る
が
、
あ
る
解
釈
に
お
い
て
「
分
岐
」
し
て
い
る
と
い
う
意
趣
が
見

一
〇



『
群
疑
論
』
に
お
け
る
三
階
教
者
と
の
「
当
根
仏
法
釈
」
を
め
ぐ
る
論
争

11

受
け
ら
れ
る
が
、
両
教
は
本
質
か
ら
し
て
異
な
る
の
で
あ
る
。
諸
先
学
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
き
た
「
末
法
」「
対
機
性
」
と
い
う
よ
う
な

両
教
の
類
似
概
念
は
道
綽
が
導
入
し
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
類
似
性
は
本
質
的
な
も
の
で
は
な
く
道
綽
に
よ
り
浄
土
教
に
付
加
さ
れ
た

表
面
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
表
面
的
類
似
性
こ
そ
が
当
根
仏
法
釈
に
お
け
る
同
一
基
軸
の
採
用
で
あ
り
、
両
教
の
本
質
的
相
違
こ

そ
が
当
今
仏
法
釈
の
相
違
で
あ
り
、
そ
の
両
教
の
本
質
的
相
違
が
顕
在
化
し
議
論
に
発
展
し
た
も
の
が
こ
の
『
群
疑
論
』
に
お
け
る
「
当

根
仏
法
釈
」
を
め
ぐ
る
論
争
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
二
）
時
代
的
原
因

『
群
疑
論
』
に
は
三
階
教
を
以
て
浄
土
教
を
包
括
し
よ
う
と
す
る
対
論
者
の
説
示
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『
寿
経
』
第
十
八
願

文
の
解
釈
を
議
論
す
る
「
逆
謗
除
取
章
」
で
は
次
の
よ
う
な
解
釈
が
あ
る
。

諸
三
階
師
救
言
。
唯
除
五
逆
等
言
即
是
除
一
切
第
三
階
也
。
以
第
三
階
者
並
是
純
邪
無
正
、
純
悪
無
善
之
人
。
無
始
迄
今
有
愆
犯
、

皆
一
切
諸
佛
之
所
不
救
、
十
方
淨
土
咸
共
擯
棄
。
故
法
蔵
言
除
五
逆
等
文
、
即
是
総
除
一
切
第
三
階
衆
生
尽
也
。

（
既
出
の
た
め
現
代
語
訳
は
省
略
す
る
。
浄
全
六
、三
五
中
）

又
有
釈
彼
「
除
五
逆
」
経
言
。
不
造
五
逆
第
三
階
人
非
是
不
得
生
於
淨
土
。
然
須
行
於
普
法
、
方
始
生
彼
西
方
也
。
如
造
於
逆
愆
、

縦
行
普
法
而
不
往
。
故
法
蔵
弘
願
、
唯
除
第
三
階
造
五
逆
者
。
若
其
第
三
階
衆
生
造
五
逆
者
、
縦
令
行
於
普
法
亦
不
得
生
淨
土
。
如

其
不
造
五
逆
、
行
普
法
定
得
往
生
（
中
略
）
子
不
能
鑒
此
是
非
。
但
知
專
行
別
法
、
錯
則
錯
矣
。
生
無
由
生
。
今
為
此
釈
可
当
除
其

惑
也
。

ま
た
有
る
人
が
「
除
五
逆
」
と
い
う
経
文
を
解
釈
し
て
言
う
。
五
逆
罪
を
犯
し
て
い
な
い
第
三
階
人
は
浄
土
に
往
生
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
〔
そ
の
人
は
〕
普
法
を
行
じ
て
は
じ
め
て
浄
土
に
往
生
す
る
べ
き
で
あ
る
。
も
し
五
逆
罪
を
犯
せ
ば
、
た

と
え
普
法
を
行
じ
た
と
し
て
も
往
生
で
き
な
い
。
故
に
法
蔵
菩
薩
の
弘
誓
願
文
で
は
唯
だ
第
三
階
の
五
逆
罪
を
犯
し
た
者
の
み
を
除

外
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
の
第
三
階
の
衆
生
が
五
逆
罪
を
犯
せ
ば
、
た
と
え
普
法
を
行
じ
た
と
し
て
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
は
で

一
一
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き
な
い
。
も
し
五
逆
罪
を
犯
さ
な
け
れ
ば
、普
法
を
行
じ
決
定
し
て
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
中
略
）
あ
な
た
が
こ
の
〔
所
説
の
〕

是
非
を
判
断
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
但
し
専
ら
別
法
を
行
ず
る
こ
と
が
間
違
い
で
あ
る
と
知
る
こ
と
は
で
き
る
。〔
別
法
を

以
て
の
〕
往
生
は
道
理
が
な
い
。
い
ま
こ
の
解
釈
に
よ
り
そ
の
疑
惑
を
除
く
べ
き
で
あ
る
。 

（
浄
全
六
、三
七
上
）

前
者
は『
寿
経
』第
十
八
願
文
の「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」を「
唯
除
第
三
階
人
」と
読
み
替
え
た
解
釈
で
あ
り
、後
者
は「
乃
至
十
念
」を「
普

法
」
と
読
み
替
え
た
解
釈
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
説
示
は
『
寿
経
』
の
文
言
を
読
み
替
え
る
こ
と
で
、
別
法
（
念
仏
行
）
に
よ
る
往
生
西
方

は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、
当
根
仏
法
で
あ
る
普
法
に
よ
る
往
生
西
方
は
可
能
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
一
見
、
往
生
西

方
に
関
し
て
別
法
（
念
仏
行
）
で
は
な
く
普
法
を
行
じ
る
べ
き
と
い
う
主
張
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
対
論
者
は
「
専
雑
二
修
章
」
に

お
い
て
『
菩
薩
処
胎
経
』
所
説
の
懈
慢
国
説）

28
（

を
用
い
て
、
往
生
西
方
そ
れ
自
体
に
疑
義
を
呈
し
否
定
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
今
紹
介
し
た

二
つ
の
『
寿
経
』
解
釈
は
往
生
西
方
な
ど
関
係
な
く
、
た
だ
当
根
仏
法
た
る
三
階
教
を
肯
定
し
、
不
当
根
仏
法
た
る
『
寿
経
』
所
説
の
念

仏
を
否
定
す
る
た
め
の
『
寿
経
』
十
八
願
文
解
釈
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
「
専
雑
二
修
章
」
に
お
い
て
懐
感
は
次
の

よ
う
に
返
答
し
て
い
る
。

雜
修
之
者
為
執
心
不
牢
之
人
。
故
生
懈
慢
国
也
。
正
與
『
處
胎
経
』
文
相
当
。
若
不
雜
修
、
專
行
此
業
、
此
即
執
心
牢
固
定
生
極
樂

國
也
（
中
略
）
雜
其
行
墮
於
懈
慢
之
邦
。
專
其
業
生
於
安
樂
之
國
（
中
略
）
勗
哉
、
學
徒
、
不
可
不
專
其
道
也

〔
往
生
西
方
以
外
を
目
的
と
し
た
行
を
〕雑
修）

21
（

す
る
者
を〔
西
方
浄
土
へ
の
〕執
着
す
る
心
が
牢
固
で
は
な
い
人
と
す
る
。そ
の
た
め〔
雑

修
す
る
者
は
〕
懈
慢
国
に
生
じ
る
の
で
あ
る
。〔
こ
れ
は
〕
正
し
く
『
処
胎
経
』
の
文
に
相
当
す
る
。
も
し
〔
往
生
西
方
以
外
を
目

的
と
し
た
行
を
〕
雑
え
ず
、
専
ら
〔
往
生
西
方
を
目
的
と
し
た
〕
実
践
を
修
行
す
る
も
の
は
、〔
西
方
浄
土
へ
の
〕
執
着
す
る
心
が

牢
固
で
あ
り
決
定
し
て
極
楽
国
に
往
生
す
る
〔
の
で
あ
る
〕。（
中
略
）
そ
の
行
に
〔
往
生
西
方
以
外
を
目
的
と
し
た
行
が
〕
雑
れ
ば

懈
慢
国
に
堕
ち
る
。
そ
の
実
践
行
が
専
ら〔
往
生
西
方
を
目
的
と
し
た
も
の
〕で
あ
れ
ば
安
楽
国
に
往
生
す
る
。（
中
略
）つ
と
め
よ
、

仏
教
を
学
ぶ
者
た
ち
よ
、
そ
の
〔
往
生
西
方
へ
の
〕
道
を
専
ら
に
し
な
い
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。 

（
浄
全
六
、四
九
下
）

こ
の
よ
う
に
懐
感
が
三
階
教
者
へ
の
返
答
の
中
で
雑
修
（
往
生
西
方
以
外
を
目
的
と
し
た
行
も
雑
え
て
修
す
る
こ
と
）
を
批
判
し
て
い
る

一
二



『
群
疑
論
』
に
お
け
る
三
階
教
者
と
の
「
当
根
仏
法
釈
」
を
め
ぐ
る
論
争

13

こ
と
か
ら
、
対
論
者
の
『
寿
経
』
解
釈
は
往
生
西
方
に
関
し
て
も
普
法
を
適
応
さ
せ
、
三
階
教
の
「
普
」
の
論
理
の
中
に
浄
土
教
を
引
き

込
ん
で
包
含
す
る
意
図
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
別
法
（
念
仏
行
）
を
否
定
し
て
普
法
を
当
根
仏
法
と
し
て
宣
揚
し
、そ
れ
に
よ
っ

て
浄
土
教
を
解
釈
す
れ
ば
、
浄
土
教
は
三
階
教
に
包
括
さ
れ
教
法
と
し
て
の
独
立
性
を
失
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
対
論
者
の
説
示
か
ら
、
懐
感
当
時
の
三
階
教
団
内
に
三
階
教
を
以
て
浄
土
教
を
内
包
・
接
収
し
、
三
階
教
を
宣
揚
し
よ
う

と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き
、
そ
れ
こ
そ
が
懐
感
の
時
代
に
両
教
の
衝
突
が
起
き
た
時
代
的
原
因
で
あ
る
と
考
え
る
。
懐
感
の
い

た
千
福
寺
と
三
階
教
の
中
心
寺
院
で
あ
っ
た
化
度
寺
は
ほ
ど
近
く）

30
（

、
互
い
の
動
向
は
常
に
耳
に
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
懐
感
当
時
は
三

階
教
が
長
安
に
お
い
て
大
き
く
発
展
を
遂
げ
た
時
期
で
あ
り
、ま
た
浄
土
教
が
善
導
や
懐
惲
を
通
し
て
朝
廷
と
接
近
し
た
時
期
で
も
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
浄
土
教
の
衰
勢
と
三
階
教
の
繁
栄
を
志
向
し
、
三
階
教
団
内
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
説
示
が
主
張
が
な
さ
れ
て
も

何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。

ま
た
こ
の
よ
う
な
三
階
教
団
の
動
き
は
懐
感
の
師
で
あ
る
善
導
の
説
示
を
引
き
金
と
し
て
発
生
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
善
導
は
衆
生
を

「
存
在
悪
」、
即
ち
衆
生
は
存
在
そ
の
も
の
に
お
い
て
罪
悪
で
あ
り
凡
夫
で
あ
る
と
解
釈
し
て
お
り）

31
（

、
そ
の
解
釈
を
提
示
す
る
際
に
用
い
る

「
常
沒
衆
生
」（
浄
全
二
、九
上
等
）
や
「
衆
生
曠
劫
已
來
、
及
以
今
生
身
口
意
業
、
於
一
切
凡
聖
身
上
、
具
造
十
悪
五
逆
四
重
謗
法
闡
提

破
戒
破
見
等
罪
」（
浄
全
二
、五
九
上
）
等
の
表
現
が
三
階
教
文
献
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

32
（

。
確
か
に
こ
れ
ら
の
表
現

は
本
邦
『
三
階
仏
法
』
の
十
七
異
名
や
『
対
根
起
行
法
』
の
二
十
六
種
の
悪
等
と
符
合
す
る
。
つ
ま
り
衆
生
を
「
存
在
悪
」
と
し
、
無
始

以
来
す
で
に
重
悪
業
を
具
え
て
い
る
と
い
う
善
導
の
説
示
は
表
現
上
な
い
し
定
義
上
に
お
い
て
三
階
教
の
衆
生
説
と
近
似
し
て
い
る
の
で

あ
る）

33
（

。
こ
の
よ
う
な
表
面
的
近
似
性
に
目
を
つ
け
た
三
階
教
者
が
、
衆
生
が
存
在
的
に
悪
で
あ
る
な
ら
ば）

34
（

普
法
を
行
ず
る
べ
き
で
あ
り
、

そ
う
な
ら
ば
浄
土
教
は
三
階
教
に
従
属
す
る
教
法
と
成
り
下
が
る
と
い
う
主
張
を
展
開
し
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
得
る
。
も
ち
ろ
ん
こ

れ
に
つ
い
て
の
確
実
な
論
証
は
不
可
能
で
あ
り
、
推
測
の
域
を
出
な
い
。
但
し
三
階
教
団
か
ら
の
批
判
と
い
う
事
態
の
収
束
と
浄
土
教
の

独
立
性
の
保
持
と
宣
揚
こ
そ
が
、
善
導
の
次
世
代
に
位
置
す
る
懐
感
が
背
負
っ
た
時
代
的
課
題
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

一
三
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お
わ
り
に

以
上
、
三
階
教
と
懐
感
教
学
と
に
お
け
る
「
悪
時
・
悪
処
・
悪
人
」
に
関
す
る
解
釈
と
そ
れ
ら
の
教
義
構
築
に
お
け
る
位
置
付
け
を
確

認
し
、
そ
の
上
で
当
根
仏
法
釈
を
め
ぐ
る
論
争
の
原
因
と
し
て
次
の
二
点
を
指
摘
し
た
。

・
教
義
的
原
因
…
…
両
教
に
お
け
る
「
超
克
す
べ
き
悪
の
相
違
」
（
両
教
の
本
質
的
相
違
）

・
時
代
的
原
因
…
…
三
階
教
団
内
に
お
け
る
浄
土
教
を
接
収
し
三
階
教
を
宣
揚
し
よ
う
と
す
る
動
き
（
善
導
の
説
示
が
引
き
金
で
あ
る
可

能
性
）

今
回
は
『
群
疑
論
』
に
お
け
る
三
階
教
者
と
の
論
争
内
に
お
い
て
、
そ
の
論
争
の
根
本
で
あ
る
当
根
仏
法
釈
に
つ
い
て
言
及
し
原
因
を

探
っ
た
。
今
後
、
三
階
教
と
の
論
争
に
関
し
て
は
、
第
六
科
の
細
部
の
検
討
、
第
六
科
以
外
の
問
答
も
三
階
教
者
と
の
論
争
で
あ
る
可
能

性
等
の
探
求
等
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
他
の
問
答
に
お
い
て
も
懐
感
が
背
負
っ
た
時
代
的
課
題
を
見
出
し
、
そ
の
な
か
に
お
い
て
懐
感
自

身
の
教
学
や
師
で
あ
る
善
導
と
の
関
係
性
・
思
想
的
交
渉
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

○
一
次
資
料

『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』（
大
正
と
略
号
す
る
）

『
浄
土
宗
全
書
』（
浄
全
と
略
号
す
る
）

西
本
照
真
『
三
階
教
の
研
究
』
資
料
編
（『
西
本
翻
刻
』
と
略
号
す
る
）

矢
吹
慶
輝
『
三
階
教
之
研
究
』
資
料
編
（『
矢
吹
翻
刻
』
と
略
号
す
る
）

○
二
次
資
料
（
参
考
文
献
）

石
川
琢
道
『
曇
鸞
浄
土
教
形
成
論
―
―
そ
の
思
想
的
背
景
―
―
』（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
九
）
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一
五

金
子
寛
哉
「
三
階
教
と
『
群
疑
論
』」（『
印
仏
研
』
四
九
―

二
、二
〇
〇
一
）

金
子
寛
哉
「『
群
疑
論
』
に
於
け
る
三
階
教
」（『
浄
土
学
仏
教
学
論
叢
』
第
二
巻
、
二
〇
〇
四
）

工
藤
量
導
『
迦
才
『
浄
土
論
』
と
中
国
浄
土
教
―
―
凡
夫
化
土
往
生
説
の
思
想
形
成
―
―
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
三
）

柴
田
泰
山
『
善
導
教
学
の
研
究
』（
山
喜
房
、
二
〇
〇
六
）

柴
田
泰
山
『
善
導
教
学
の
研
究　

第
二
巻
』（
山
喜
房
、
二
〇
一
四
）

杉
山
裕
俊
「『
安
楽
集
』
の
研
究
」（
平
成
二
六
年
度
大
正
大
学
学
位
請
求
論
文
）

西
本
照
真
「
中
国
浄
土
教
と
三
階
教
に
お
け
る
末
法
思
想
の
位
置
」（『
宗
教
研
究
』
二
九
〇
、一
九
九
一
）

西
本
照
真
『
三
階
教
の
研
究
』（
春
秋
社
、
一
九
九
八
）

広
川
堯
俊
「
敦
煌
出
土
七
階
仏
名
経
―
―
三
階
教
と
浄
土
教
と
の
交
渉
―
―
」（『
宗
教
研
究
』
二
五
一
、一
九
八
二
）

道
端
良
秀
『
中
国
浄
土
教
史
の
研
究
』（
法
蔵
館
、
一
九
八
〇
）

宮
井
里
佳
「
善
導
浄
土
教
の
成
立
に
つ
い
て
試
論
―
―
『
往
生
礼
讃
』
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（『
北
朝
隋
唐
・
中
国
仏
教
思
想
史
』
所
収
、

法
蔵
館
、
二
〇
〇
〇
）

村
上
真
瑞
『
釋
浄
土
群
疑
論
の
研
究
』（
建
中
寺
出
版
、
二
〇
〇
八
）

矢
田
了
章
「
善
導
浄
土
教
に
お
け
る
罪
悪
に
つ
い
て
」（『
龍
谷
大
学
論
集
』
三
九
九
、一
九
七
二
）

矢
吹
慶
輝
『
三
階
教
之
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
二
七
）

山
本
佛
骨
『
道
綽
教
学
の
研
究
』（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
五
九
）

註
（1）
道
綽
と
三
階
教
と
の
直
接
的
接
点
は
確
認
で
き
な
い
が
、
道
綽
と
信
行
は
同
じ
慧
瓚
に
関
係
性
を
持
ち
、
活
動
地
域
も
太
行
山
脈
周

辺
〜
長
安
と
比
較
的
近
し
く
、
末
法
と
い
う
時
代
認
識
を
全
面
に
打
ち
出
し
た
彼
の
教
学
が
二
〇
歳
程
年
長
で
あ
る
信
行
の
影
響
下
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六

に
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
（
山
本
仏
骨
［
一
九
五
九
］
等
参
照
）。
ま
た
善
導
は
諸
著
作
に
信
行
の
著
作
と
の
接
点
が
認

め
ら
れ
、
特
に
『
往
生
礼
讃
』
の
構
成
や
『
観
経
疏
』
の
衆
生
の
悪
に
関
す
る
表
現
に
お
い
て
明
ら
か
に
三
階
教
の
影
響
下
に
い
た

こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
脚
注
三
二
参
照
）。

（2）
普
法
と
は
あ
ら
ゆ
る
教
法
に
価
値
判
断
を
与
え
ず
普
く
実
践
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
対
概
念
と
し
て
教
法
に
価
値
判
断
を
加
え
特

定
の
教
法
を
実
践
す
る
別
法
が
あ
る
（
西
本
照
真
［
一
九
九
八
］
一
三
九
頁
等
参
照
）。
普
法
の
具
体
的
な
実
践
行
は
普
敬
（
他
者

を
全
面
的
に
肯
定
し
一
切
三
宝
を
普
く
敬
う
行
法
）
と
認
悪
（
自
己
の
悪
を
全
面
的
に
認
め
一
切
悪
を
懺
悔
す
る
行
法
）
で
あ
る
。

ま
た
三
階
教
に
と
っ
て
別
法
は
堕
地
獄
因
と
な
る
悪
的
実
践
行
為
と
さ
れ
、断
ず
べ
き
悪
に
数
え
ら
れ
る
（
西
本
照
真
［
一
九
九
八
］

三
〇
五
〜
三
〇
六
頁
参
照
）。

（3）
西
本
照
真
［
一
九
九
八
］
の
他
に
も
『
群
疑
論
』
第
六
科
を
扱
っ
た
研
究
と
し
て
矢
吹
慶
輝
［
一
九
二
七
］・
金
子
寛
哉
［
二
〇
〇
一
］・

金
子
寛
哉
［
二
〇
〇
四
］・
村
上
真
瑞
［
二
〇
〇
八
］
等
が
あ
る
。
但
し
矢
吹
氏
の
研
究
は
論
争
全
体
の
概
観
し
た
も
の
、
村
上
氏

の
研
究
は
和
訳
を
主
と
し
た
も
の
の
た
め
省
略
す
る
。
金
子
氏
の
両
研
究
は
論
争
内
容
に
ま
で
深
く
言
及
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
論

争
に
つ
い
て
「
懐
感
自
体
と
三
階
教
者
と
の
関
わ
り
」
と
い
う
視
点
を
以
て
考
察
す
る
必
要
性
を
提
示
す
る
。
本
稿
の
問
題
意
識
は

氏
の
指
摘
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（4）
こ
こ
に
お
け
る
悪
処
と
は
衆
生
が
存
在
す
る
境
涯
と
し
て
の
場
所
の
悪
性
の
こ
と
を
い
う
。
例
え
ば
娑
婆
世
界
の
こ
と
な
ど
。

（5）
西
本
照
真
［
一
九
九
八
］
二
三
九
〜
四
〇
六
頁
参
照

（6）
本
国
に
保
管
さ
れ
て
い
る
『
三
階
仏
法
』
の
こ
と
。
敦
煌
文
献
『
三
階
仏
法
』
と
内
容
が
異
な
り
、
聖
語
蔵
本
・
興
聖
寺
蔵
本
・
法

隆
寺
蔵
本
・
七
寺
蔵
本
の
現
存
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
西
本
照
真
［
一
九
九
八
］
一
八
三
〜
一
九
〇
参
照
）

（7）
西
本
照
真
［
一
九
九
八
］
二
六
一
〜
二
八
八
頁
参
照

（8）
西
本
照
真
［
一
九
九
八
］
三
〇
四
〜
三
〇
七
頁
参
照

（9）
西
本
照
真
［
一
九
九
八
］
三
三
三
〜
三
七
五
頁
参
照
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（10）
こ
こ
は
懐
感
の
対
論
者
の
「
禅
師
」
で
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
に
捕
訳
し
た
。

（11）
こ
こ
は
第
三
階
人
の
性
質
に
か
か
る
議
論
で
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
に
捕
訳
し
た
。

（12）
敦
煌
文
献
『
三
階
仏
法
』
で
は
「
五
種
不
救
」
と
し
て
第
三
階
衆
生
は
五
種
（
一
切
仏
・
一
切
経
・
一
切
菩
薩
・
一
切
衆
生
・
一
切

断
悪
修
善
）
に
よ
り
救
わ
れ
な
い
存
在
と
さ
れ
る
（
西
本
照
真
［
一
九
九
八
］
三
五
〇
〜
三
五
四
頁
参
照
）

（13）
『
矢
吹
翻
刻
』
三
八
九
頁
、
西
本
照
真
［
一
九
九
八
］
二
九
八
〜
二
九
九
頁
参
照

（14）
こ
の
解
釈
は
三
階
教
の
根
本
教
理
の
た
め
、
懐
感
と
同
時
代
（
七
世
紀
）
の
文
献
（『
三
階
仏
法
広
釈
』
等
）
に
も
解
釈
の
変
化
は

認
め
ら
れ
な
い
。

（15）
懐
感
は
三
聚
衆
生
に
つ
い
て
、

　

・
正
定
聚
…
…
不
退
転
位
（
第
六
信
以
上
）
の
者
、

　

・
不
定
聚
…
…
退
転
位
（
第
五
信
以
下
）
か
つ
不
造
五
逆
の
者
、

　

・
邪
定
聚
…
…
五
逆
罪
を
犯
し
た
者

と
定
義
し
、
ほ
と
ん
ど
の
衆
生
が
不
定
聚
で
あ
り
、
五
逆
罪
を
犯
し
邪
定
聚
と
な
っ
て
も
滅
罪
に
よ
り
不
定
聚
に
復
帰
で
き
る
と
す

る
。
拙
論
「
懐
感
『
釈
浄
土
群
疑
論
』
に
お
け
る
凡
夫
の
定
義
に
つ
い
て
」（『
佛
教
論
叢
』
六
二
号
、
二
〇
一
八
）
参
照

（11）
三
報
・
四
報
の
一
つ
。
こ
の
世
に
お
け
る
行
為
に
よ
り
、
来
世
に
お
け
て
受
け
る
果
報
。
順
生
受
業
と
も

（17）
懐
感
が
衆
生
の
「
存
在
悪
」
を
否
定
す
る
理
由
は
お
そ
ら
く
彼
の
修
学
状
況
に
あ
る
。
懐
感
は
八
識
説
を
採
用
し
、「
損
力
益
能
章
」

「
旧
業
更
生
章
」「
善
悪
互
滅
章
」
の
連
続
す
る
三
つ
の
問
答
に
お
い
て
善
悪
業
が
善
悪
種
子
と
し
て
阿
頼
耶
識
に
薫
習
す
る
こ
と
を

説
示
す
る
。
ま
た
「
逆
謗
除
取
章
」
や
「
五
逆
不
定
章
」（
浄
全
六
、七
一
上
）
に
て
三
時
業
や
業
の
定
不
定
を
以
て
五
逆
罪
業
を
議

論
し
、「
四
業
摂
不
摂
章
」（
浄
全
六
、七
一
下
〜
七
二
上
）
や
「
三
業
摂
不
摂
章
」（
浄
全
六
、七
二
上
）
に
て
往
生
西
方
業
が
諸
論

所
説
の
四
業
や
三
業
の
何
れ
に
当
た
る
の
か
を
議
論
す
る
。
つ
ま
り
彼
の
浄
土
教
解
釈
の
根
底
に
は
業
に
関
す
る
造
詣
、
ま
た
業
の

種
子
識
的
理
解
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
彼
は
衆
生
を
「
存
在
悪
」
と
理
解
せ
ず
、
三
階
教
者
に
対
し
衆
生
の
性
質
は
衆
生
自
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ら
の
行
為
に
よ
っ
て
の
み
決
定
す
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
ろ
う

（18）
こ
の
「
止
住
百
歳
章
」
は
『
無
量
寿
経
』
が
末
法
に
ふ
さ
わ
し
い
教
法
で
あ
る
か
を
問
答
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
補
訳
す

る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

（11）
文
脈
上
、
こ
の
よ
う
に
補
訳
す
る
。

（20）
懐
感
の
実
践
論
に
つ
い
て
は
拙
論
「『
釈
浄
土
群
疑
論
』
に
お
け
る
実
践
論
」（『
浄
土
学
』
五
六
、二
〇
一
九
）
参
照

（21）
こ
の
「
扇
ぐ
」
と
い
う
表
現
は
凡
夫
を
「
信
外
軽
毛
」
と
呼
称
す
る
の
に
対
応
す
る
比
喩
表
現
で
あ
り
、
軽
い
毛
が
風
に
吹
か
れ
て

飛
び
舞
う
よ
う
に
、
衆
生
の
心
も
退
縁
に
よ
り
散
乱
し
煩
悩
を
起
こ
す
こ
と
を
意
味
す
る
。

（22）
曇
鸞
は
『
往
生
論
註
』（
浄
全
一
）
に
お
い
て
娑
婆
を
「
五
濁
之
世
」（
二
一
九
上
）
や
「
此
三
界
蓋
是
生
死
凡
夫
流
転
闇
宅
」（
二
二
三

上
）
と
表
現
し
、「
衆
生
締
此
三
界
顚
倒
不
淨
。
欲
置
衆
生
於
不
虚
僞
處
・
於
不
輪
轉
處
・
於
不
無
竆
處
、
得
畢
竟
安
樂
大
清
淨
處
。

是
故
起
此
清
淨
莊
嚴
功
德
也
」（
二
二
二
中
）
や
「
又
如
人
身
性
不
淨
故
、
種
種
玅
好
色
香
美
味
入
身
、
皆
為
不
淨
。
安
樂
淨
土
諸

往
生
者
無
不
淨
色
、
無
不
淨
心
、
畢
竟
皆
得
清
淨
平
等
無
為
法
身
以
安
樂
國
土
清
淨
性
成
就
故
」（
二
二
四
上
）
等
と
述
べ
、「
顛
倒
」

「
不
浄
」
等
の
人
の
性
質
は
存
在
す
る
場
所
に
よ
っ
て
決
定
す
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
悪
処
」
ゆ
え
に
衆
生
の
性
質
が
「
悪
人
」

（
行
為
悪
）
と
な
る
の
で
あ
り
、
曇
鸞
は
衆
生
の
悪
（
行
為
悪
）
を
引
き
起
こ
す
「
悪
処
」
か
ら
の
脱
出
と
「
善
処
」（
西
方
浄
土
）

へ
の
往
生
を
提
唱
す
る
。

（23）
道
綽
は
『
安
楽
集
』（
浄
全
一
）
の
な
か
で
「
在
此
娑
婆
世
界
、
雖
有
苦
樂
二
報
、
恒
以
樂
少
苦
多
。
重
則
三
塗
痛
燒
、
輕
則
人
天

刀
兵
疾
病
。
相
續
連
注
、
遠
劫
已
來
無
有
斷
時
（
中
略
）
是
故
名
唯
苦
唯
悪
」（
七
〇
六
上
）
や
「
由
住
斯
火
界
違
順
境
多
多
有
退

沒
難
出
故
」（
七
〇
八
中
）
等
と
述
べ
、「
悪
処
」
を
「
悪
人
」（
行
為
悪
）
の
要
因
と
し
て
扱
い
、
そ
こ
か
ら
の
脱
出
を
主
張
す
る
。

（24）
迦
才
は
『
浄
土
論
』（
浄
全
六
）
の
な
か
で
「
我
今
此
身
危
脆
如
泡
。
念
念
不
停
。
復
居
在
火
宅
不
安
隱
處
。
寧
得
安
然
」（
六
六
五
上
）

や
「
常
在
此
穢
土
多
苦
悩
處
我
今
此
身
難
得
易
失
」（
六
六
五
中
）
等
と
述
べ
、「
悪
処
」
を
「
悪
人
」（
行
為
悪
）
の
要
因
と
し
て
い
る
。

（25）
西
本
照
真
［
一
九
九
八
］
は
三
階
教
の
実
践
行
を
論
じ
る
末
尾
に
お
い
て
、

一
八



『
群
疑
論
』
に
お
け
る
三
階
教
者
と
の
「
当
根
仏
法
釈
」
を
め
ぐ
る
論
争
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自
己
の
悪
を
認
め
、
他
者
を
善
と
し
て
敬
う
と
い
う
実
践
は
決
し
て
楽
な
道
で
は
あ
り
え
な
い
。
三
階
教
は
そ
の
実
践
を
最
下
下

得
苦
得
悪
仏
法
と
も
読
ん
で
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
道
を
進
ま
な
い
限
り
第
三
階
の
衆
生
が
出
世
間
に
至
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
（
三
八
七
頁
）

と
評
す
る
。
つ
ま
り
三
階
教
で
は
第
三
階
衆
生
が
悟
り
に
到
る
に
は
困
難
な
道
を
進
む
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
浄
土
教
の
よ

う
に
悟
り
へ
の
近
道
や
行
法
の
簡
易
性
な
ど
と
い
う
概
念
は
一
切
念
頭
に
な
い
。

（21）
道
綽
は
『
安
楽
集
』（
浄
全
一
）
の
な
か
で
「
計
今
時
衆
生
、即
当
佛
去
世
後
第
四
五
百
年
。
正
是
懺
悔
修
福
、應
稱
佛
名
號
時
者
（
中

略
）
寔
由
衆
生
去
聖
遙
遠
機
解
浮
淺
暗
鈍
故
也
」（
六
七
四
上
）
や
「
何
者
為
二
。
一
謂
聖
道
、
二
謂
往
生
淨
土
。
其
聖
道
一
種
今

時
難
證
。
一
由
去
大
聖
遙
遠
、
二
由
理
深
解
微
。
是
故
大
集
月
藏
経
云
、
我
末
法
時
中
億
億
衆
生
起
行
修
道
、
未
有
一
人
得
者
。
当

今
末
法
、
現
是
五
濁
悪
世
。
唯
有
淨
土
一
門
可
通
入
路
」（
六
九
三
上
）
等
と
述
べ
、「
悪
時
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
衆
生
の
実
践
能
力

が
欠
如
し
て
い
る
と
解
釈
し
、
簡
易
的
な
行
法
（
念
仏
行
）
を
修
す
る
べ
き
と
主
張
す
る
。
西
本
照
真
［
一
九
九
一
］
は
浄
土
教
に

お
け
る
末
法
思
想
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
「
浄
土
教
に
お
い
て
は
、
救
済
の
構
造
の
大
ま
か
な
枠
組
み
自
体
は
、
末
法
思
想
が
中
国

に
普
及
す
る
以
前
に
す
で
に
曇
鸞
に
よ
っ
て
整
え
ら
れ
て
い
た
。
道
綽
に
お
い
て
は
、
末
法
と
い
う
時
代
的
枠
組
み
の
中
に
念
仏
と

い
う
行
が
位
置
付
け
ら
れ
、
易
行
に
も
と
づ
く
救
済
に
歴
史
的
必
然
性
を
持
た
せ
た
と
い
う
点
で
、
曇
鸞
か
ら
の
思
想
的
発
展
が
看

取
で
き
る
（
中
略
）
末
法
思
想
は
あ
く
ま
で
論
理
的
補
強
の
地
位
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
末
法
思
想
が
な
け
れ
ば
浄
土
教
自
体
が
成

立
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
」（
六
二
頁
）
と
評
す
る
。

（27）
望
月
信
亨
『
浄
土
教
の
起
源
及
発
達
』（
山
喜
房
、
一
九
七
二
）
序
文
参
照

（28）
往
生
西
方
を
求
め
る
者
の
ほ
と
ん
ど
が
西
方
浄
土
に
往
く
道
中
に
あ
る
懈
慢
国
に
執
着
し
て
し
ま
い
、
西
方
浄
土
に
往
く
こ
と
は
で

き
な
い
と
す
る
説

（21）
懐
感
は
こ
の
直
前
に
「
專
修
西
方
淨
土
業
者
、
四
修
靡
墜
三
業
无
雜
、
廢
餘
一
切
諸
願
諸
行
唯
願
唯
行
西
方
一
行
」
と
『
往
生
礼
讃
』

の
趣
意
文
を
提
示
す
る
。
そ
の
た
め
懐
感
が
こ
こ
で
言
う
と
こ
ろ
の
専
修
・
雑
修
は
「
念
仏
一
行
の
実
践
・
諸
行
も
ま
じ
え
て
の
実

一
九
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践
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、「
西
方
往
生
を
目
的
と
し
た
行
の
み
の
実
践
・
西
方
往
生
を
目
的
と
し
た
行
以
外
も
ま
じ
え
て
の
実
践
」

と
い
う
意
味
と
な
る
。

（30）
西
本
照
真
［
一
九
九
八
］
一
三
四
頁
参
照

（31）
柴
田
泰
山
［
二
〇
〇
六
］
二
九
四
〜
三
〇
八
頁
及
び
柴
田
泰
山
［
二
〇
一
四
］
七
三
〜
九
八
頁
参
照

（32）
柴
田
泰
山
［
二
〇
一
四
］
七
三
〜
九
八
頁
参
照

ま
た
こ
の
他
に
善
導
に
見
受
け
ら
れ
る
三
階
教
文
献
の
影
響
と
し
て
、

・
『
往
生
礼
讃
』
の
『
七
階
仏
名
経
』
か
ら
の
影
響
（
矢
吹
慶
輝
［
一
九
二
七
］
・
広
川
堯
俊
［
一
九
八
二
］
・
宮
井
里
佳
［
二
〇
〇
〇
］
等
）

・
『
観
経
疏
』
「
別
解
別
行
悪
見
人
」
等
の
文
言
に
お
け
る
三
階
教
の
影
響
（
道
端
良
秀
［
一
九
八
〇
］
）

等
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
柴
田
泰
山
［
二
〇
一
四
］
が
、

・
『
往
生
礼
讃
』
「
広
懺
悔
」
に
お
け
る
『
受
八
戒
法
』
か
ら
の
影
響

・
『
観
経
疏
』
「
定
善
義
」
の
日
想
観
に
お
け
る
『
対
根
起
行
法
』
『
制
法
』
所
説
の
「
七
一
」
か
ら
の
影
響

・
『
観
経
疏
』
「
序
文
義
」
の
八
戒
の
記
述
に
お
け
る
『
受
八
戒
法
』
か
ら
の
影
響

等
を
新
た
に
指
摘
し
て
い
る
。

（33）
定
義
上
な
い
し
表
現
上
の
類
似
は
見
ら
れ
る
が
、
善
導
は
あ
く
ま
で
阿
弥
陀
一
仏
信
仰
お
よ
び
往
生
浄
土
の
み
を
主
張
し
て
教
理
体

系
を
構
築
し
て
お
り
、
そ
の
類
似
性
は
善
導
が
自
説
と
適
合
す
る
表
現
を
三
階
教
文
献
か
ら
適
宜
選
び
取
っ
た
に
過
ぎ
な
い
（
柴
田

泰
山
［
二
〇
一
四
］
四
六
〜
四
九
頁
参
照
）

（34）
三
階
教
で
い
う
と
こ
ろ
の
第
三
階
衆
生
の
こ
と

二
〇




